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久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

(実施予定日数) (実施予定日数) 

第4条 久喜市教育委員会(次条第2項及び第7条において「教育委員会」

という。)は、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に

おいては188日、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)

においては185日をそれぞれ基準として、学校給食を実施する予定の日

数(第6条第1項及び第7条において「実施予定日数」という。)を定める

ものとする。 

第4条 久喜市教育委員会(次条第2項及び第7条において「教育委員会」

という。)は、小学校                                          に

おいては188日、中学校                                          

においては185日をそれぞれ基準として、学校給食を実施する予定の日

数(第6条第1項及び第7条において「実施予定日数」という。)を定める

ものとする。 

(学校給食費の額) (学校給食費の額) 

第5条 略 第5条 略 

2 前項の規定にかかわらず、                  学校給食の提供を受け

る者                                              のうち、食材

等に関して、食物アレルギー等の特別の配慮が必要と認めるものに係

る学校給食費の額は、別表の左欄に掲げる給食対象者の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる額の範囲内で教育委員会が別に定める。 

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒その他学校給食の提供を受け

る者(次条第2項及び第7条において「児童等」という。)のうち食材等 

 に関して、食物アレルギー等の特別の配慮が必要と認めるものの   

 学校給食費の額は、別表の左欄に掲げる給食対象者の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる額の範囲内で教育委員会が別に定める。 

(学校給食費の納付等) (学校給食費の納付等) 

第6条 学校給食の提供を受ける者                                 

                                                              

                                                              

                                                              

   は、前条に規定する学校給食費の額に実施予定日数を乗じて得た

第6条 学校給食費負担者(学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等

(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)

第16条の保護者を、成年に達した生徒についてはその者の就学に要す

る経費を負担する者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をい

う。)は、前条に規定する学校給食費の額に実施予定日数を乗じて得た
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額を11で除して算定した額を学校給食の提供を受けた月ごとに市長に

納付しなければならない。ただし、8月に実施した学校給食に係る学校

給食費は、9月分の学校給食費に含むものとする。 

額を11で除して算定した額を学校給食の提供を受けた月ごとに      

納付しなければならない。ただし、8月に実施した学校給食に係る学校

給食費は、9月分の学校給食費に含むものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、学校給食の提供を受ける者のうち、臨時又

は不定期に学校給食の提供を受けるもの              は、同項に規

定する月ごとの学校給食費の額を上限として、前条に規定する学校給

食費の額に月ごとの学校給食を受けた回数を乗じて得た額を市長に納

付しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、転入又は転出その他              臨時又

は不定期に学校給食の提供を受ける児童等の学校給食費は、同項に規

定する月ごとの学校給食費の額を上限として、前条に規定する学校給

食費の額に月ごとの学校給食を受けた回数を乗じて得た額を      納

付しなければならない。 

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、児童又は生徒(生活保護法(昭和2

5年法律第144号)第13条の規定より教育扶助を受けている世帯の児童

又は生徒を除く。)に係る学校給食費については、徴収しないものとす

る。 

 

(学校給食費の調整) (学校給食費の調整) 

第7条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、一の会計年度において

        学校給食の提供を受ける回数が、実施予定日数と異なるとき

は、当該年度において徴収すべき学校給食費の額について必要な調整

を行うことができる。 

第7条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、一の会計年度において

児童等が学校給食の提供を受ける回数が、実施予定日数と異なるとき

は、当該年度において徴収すべき学校給食費の額について必要な調整

を行うことができる。 
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久喜市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う新旧対照表 

（第5条 久喜市就学援助規則の一部改正部分） 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)

第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な学齢児童、学

齢生徒(法第18条に規定する者をいう。以下それぞれ「児童」又は「生

徒」という。)又は入学予定者(久喜市立小学校、中学校及び義務教育学

校の次年度の入学予定者で久喜市に住所を有する者をいう。以下同じ。)

の保護者(法第17条第1項又は第2項に規定する義務を負う者をいう。以

下同じ。)に対し、予算の範囲内で必要な援助(以下「就学援助」という。)

を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)

第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な学齢児童、学

齢生徒(法第18条に規定する者をいう。以下それぞれ「児童」又は「生

徒」という。)又は入学予定者(久喜市立小中学校                    

  の次年度の入学予定者で久喜市に住所を有する者をいう。以下同じ。)

の保護者(法第17条第1項又は第2項に規定する義務を負う者をいう。以

下同じ。)に対し、予算の範囲内で必要な援助(以下「就学援助」という。)

を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。 

(就学援助の費目) (就学援助の費目) 

第3条 就学援助の対象となる費目は、次のとおりとする。 第3条 就学援助の対象となる費目は、次のとおりとする。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

 (7) 学校給食費 

(7) 略 (8) 略 

2・3 略 2・3 略 
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久喜市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う新旧対照表 

（第28条 久喜市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部改正部分） 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この規則は、久喜市立小学校、中学校又は義務教育学校(以下「市

立学校」という。)の特別支援学級に就学する者の保護者等の経済的負

担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援教育就学奨励

費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を

定めるものとする。 

第1条 この規則は、久喜市立小学校又は中学校              (以下「市

立学校」という。)の特別支援学級に就学する者の保護者等の経済的負

担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援教育就学奨励

費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を

定めるものとする。 

(就学援助の費目) (就学奨励費の費目) 

第4条 略 第4条 略 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

  (5) 学校給食費 

(5) 略 (6) 略 

第5条 略 

2 支弁区分1に該当する者に支出する就学奨励費の費目は、前条各号に掲

げる費目とし、支弁区分2に該当する者に係る就学奨励費の費目は、前

条第1号から第4号までに掲げる費目とする。 

第5条 略 

2 支弁区分1に該当する者に支出する就学奨励費の費目は、前条各号に掲

げる費目とし、支弁区分2に該当する者に係る就学奨励費の費目は、前

条第1号から第5号までに掲げる費目とする。 

第10条 学校長は、個人別支給台帳(様式第5号)                      

     により、就学奨励費の出納状況を管理し、就学奨励費の支給状

況を常に明らかにしておかなければならない。 

第10条 学校長は、個人別支給台帳(様式第5号)及び学校給食費支給表(様

式第6号)により、就学奨励費の出納状況を管理し、就学奨励費の支給状

況を常に明らかにしておかなければならない。 
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久喜市教育委員会公印規程の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する訓令（案） 現行訓令（旧） 

(休校中の公印の保管者等) (休校中の公印の保管者等) 

第4条 久喜市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)

が休校する場合においては、当該休校する期間における当該学校の学

校印及び学校長印の保管者は、第2条の規定にかかわらず、久喜市教育

委員会教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)とする。 

第4条 久喜市立小学校及び久喜市立中学校      (以下「学校」という。)

が休校する場合においては、当該休校する期間における当該学校の学

校印及び学校長印の保管者は、第2条の規定にかかわらず、久喜市教育

委員会教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)とする。 

2 略 2 略 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

公印の名称 寸法 

(ミリメー

トル) 

ひな形 使用区分 保管者 

略 略 略 略 略 

埼玉県久喜市立栗

橋南小学校長印 

 

 

方21 

 

栗橋南小学

校長名をも

って発する

文書 

栗橋南小学

校長 

 

 

 

    

 

 

    

公印の名称 寸法 

(ミリメー

トル) 

ひな形 使用区分 保管者 

略 略 略 略 略 

埼玉県久喜市立栗

橋南小学校長印 

方21 

 

栗橋南小学

校長名をも

って発する

文書 

栗橋南小学

校長 

埼玉県久喜市立鷲

宮小学校印 

方24 

 

鷲宮小学校

名をもって

発する文書 

鷲宮小学校

長 
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略 略 略 略 略 

埼玉県久喜市立鷲

宮西小中学校印 

方24 

 

鷲宮西小中

学校名をも

って発する

文書 

鷲宮西小中

学校長 

埼玉県久喜市立鷲

宮西小中学校印 

方60 

 

卒業証書用 鷲宮西小中

学校長 

埼玉県久喜市立鷲

宮西小中学校長印 

方21 

 

鷲宮西小中

学校長名を

もって発す

る文書 

鷲宮西小中

学校長 

略 略 略 略 略 
 

埼玉県久喜市立鷲

宮小学校印 

方60 

 

卒業証書用 鷲宮小学校

長 

 

埼玉県久喜市立鷲

宮小学校長印 

方21 

 

鷲宮小学校

長名をもっ

て発する文

書 

鷲宮小学校

長 

略 略 略 略 略 

埼玉県久喜市立鷲

宮西中学校印 

方24 

 

鷲宮西中学

校名をもっ

て発する文

書 

鷲宮西中学

校長 

埼玉県久喜市立鷲

宮西中学校印 

方60 

 

卒業証書用 鷲宮西中学

校長 

埼玉県久喜市立鷲

宮西中学校長印 

方21 

 

鷲宮西中学

校長名をも

って発する

文書 

鷲宮西中学

校長 

略 略 略 略 略 
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